
  

 

構造改革特区の第５次提案に対する政府の対応方針 

 
平成１６年９月１０日 
構造改革特別区域推進本部 

 
 
 平成１６年６月１日から３０日まで実施した構造改革特区に係る第５次提案

の募集に対しては、地域再生における支援措置の提案とあわせて、６５２件の

提案が地方公共団体や民間事業者等から寄せられた。構造改革特別区域基本方

針（平成１５年１月２４日閣議決定。以下「基本方針」という。）において、「特

区の推進に当たっては、定期的に地方公共団体や民間事業者等から提案を受付

け、それらの提案について「実現するためにはどうすればいいか。」という方向

で検討を行い、別表１を追加・充実していくものとする。」とされていることを

踏まえ、政府においてそれぞれの提案における規制改革要望について検討を行

い、以下のような対応方針をとることとする。 
 
１．新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置 

 検討の結果、新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置は、

別表１のとおりである。 
 
〔今後の対応方針〕 

①別表１のうち法律改正が必要な事項については、構造改革特別区域法の改正

法案として、国会が年内に開催される場合には原則としてその国会に提出する

よう準備する。 

 
 
②別表１に掲げられた規制の特例措置については、「規制の特例措置の内容」、

「同意の要件」及び「特例措置に伴い必要となる手続き」を具体的に検討した

上で、１１月下旬を目途に閣議決定により基本方針の別表１に追加する。 

 

 
③基本方針の別表１に掲げられることとなる規制の特例措置を定める政省令、

訓令又は通達は、１２月までのできる限り早い時期に公布し、１月１日まで

に施行するものとする。なお、規制所管省庁においては、別表１に掲げられ

た規制の特例措置を定める法律、政省令、訓令又は通達（以下「法令等」と



  

いう。）の案を作成するに当たっては、別表１及び基本方針の別表１に即して

作成するとともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。 
 
④別表１に掲げられた規制の特例措置は、原則として平成１７年１月以降の構

造改革特別区域計画の認定申請において、構造改革特別区域計画に記載でき

る規制の特例措置の対象とする。 
 
 
 
２．全国において実施する規制改革事項 

 検討の結果、構造改革特区として区域を限定するのではなく、全国において

実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項は、別表２のとおりであ

る。 
 
〔今後の対応方針〕 

  別表２に掲げられた規制改革事項については、規制改革の趣旨をそこなわ

ないよう、進捗状況について規制改革・民間開放推進会議が適切に監視してい

くものとする。 
 
 
３．その他 

地方公共団体や民間事業者等から提案を受けた規制改革事項のうち、今回対

象とはならなかったものについては、すべてが構造改革特別区域で講じられる

規制の特例措置として馴染まないものとして整理をしたものではない。今後、

地方公共団体や民間事業者等のさらなる提案も受けながら、必要に応じて「実

現するためにはどうすればいいか。」という方向で、検討を深めていくものとす

る。 
第４次までの提案についても上記と同様の対応方針が定められているところ

であり、今後必要に応じて検討を行っていくこととする。 
 



表１　構造改革特区において実施することができる特例措置（第５次提案追加分）

番号 事項名 規制の根拠法令等 規制の特例措置の概要 所管省庁

104

市街地における地方公共団体
と都道府県警察等が協議して
定めた公共交通利用促進のた
めの計画に基づく交通規制の
実施

道路交通法第４条

市町村や所轄警察署のほか、地域住民、バス・タクシー事
業者等からなる地域参加型の協議会が策定した公共交通
利用促進のための計画に基づき都道府県警察が交通規制
を実施するよう、都道府県警察に対し通達を発出する。

警察庁

302 地域通貨に対する前払式証票
法の事前登録要件の緩和

前払式証票の規制等に関する
法律施行規則第１１条の３

地方公共団体が、発行体である非営利法人の財務の健全
性や資金の管理等について、購入者保護の観点から適正
であると認めて構造改革特別区域計画を申請する場合に
は、第三者型発行者における事前登録要件のうち資本要
件について課さないこととする。

金融庁

510
行刑施設における収容及び処
遇に関する事務の民間事業者
への委託の容認

監獄法
行刑施設における施設の警備その他の収容及び処遇に関
する事務を一定の要件を満たす民間事業者に委託するこ
とを可能とする。

法務省

511
行刑施設における診療所等の
管理の公的医療機関への委託
の容認

監獄法

（関連法令：医療法）

行刑施設の中に設けられた診療所等の管理を公的医療機
関に委託するとともに，公的医療機関が地域住民に対する
医療を提供するため，施設の診療設備等を利用することを
可能とする。

法務省
厚生労働省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制の特例措置の概要 所管省庁

928 サテライト型の特別養護老人
ホームについての基準緩和

「特別養護老人ホームの設備
及び運営に関する基準」
「指定介護老人福祉施設の人
員、設備及び運営に関する基
準」

既存の特別養護老人ホームが、定員を１～２ユニット分（１
０～２０人程度）減らし、その定員分を、本体施設との密接
な連携を保持しつつ街の中にサテライト型特別養護老人
ホームとして整備できるように、必置設備、施設長その他
のスタッフに関する人員配置など、施設・人員の基準の緩
和を行う。

厚生労働省

929
行刑施設における診療所等の
管理の公的医療機関への委託
の容認

監獄法

（関連法令：医療法）

行刑施設内の診療所等の管理委託が監獄法上可能であ
ると整理された場合については、国が当該診療所等の運
営責任を有し医療法上の開設者である旨を明確に示すと
いった措置を講ずる。

法務省
厚生労働省

930 障害者施設（入所施設）の小規
模サテライト化の容認

身体障害者更生援護施設の
設備及び運営に関する基準
第１４条から第１９条、第３６条
から第３８条、第５１条、第５２
条及び第５６条
指定身体障害者更生施設等
の設備及び運営に関する基準
第４条から第８条、第４３条、第
４４条、第４９条及び第５２条
知的障害者援護施設の設備
及び運営に関する基準　第２３
条から第２５条、第２８条、第４
７条、第４８条、第５２条及び第
６１条から第６３条
指定知的障害者更生施設等
の設備及び運営に関する基準
第４条、第７条、第４５条、第４
８条、第５５条及び第５６条

入所施設利用者の地域生活移行を進める観点から、グ
ループホーム等への本来的な地域移行への段階的な形態
となるよう、本体施設とサテライト施設の両施設合わせて規
模や設備等の基準を満たすことを原則とし、必置設備、施
設長その他のスタッフに関する人員配置など、施設・人員
の基準の緩和を行い、本体施設との緊密な連携のもと入
所施設の小規模サテライト化を実施する。

厚生労働省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制の特例措置の概要 所管省庁

1008
環境への悪影響が認められな
い等一定の場合における家畜
排せつ物管理基準の適用除外

家畜排せつ物の管理の適正
化及び利用の促進に関する法
律施行規則第１条第１項

家畜排せつ物の適正な管理による環境への負荷の軽減と
いう法の趣旨が維持され、当該事業の実施による環境へ
の悪影響が認められない場合等において、管理基準の適
用除外を認めることとする。

農林水産省

1009
国有林野を自然エネルギー発
電の用に供する場合の規制緩
和

国有林野を自然エネルギーを
利用した発電の用に供する場
合の取扱いについて(平成１３
年９月７日付け１３林国業第６
５号林野庁長官通達)の記４の
(１)

電気事業法における一般電気事業者との関わり等公益性
が担保される自然エネルギー発電事業について、国有林
野の機能・目的を妨げない限度において５ヘクタールを超
えて貸付けを行えることとする。

農林水産省

1140 競輪場入場料の無料化 自転車競技法施行規則第１
９条

現行は競輪場で競輪を開催する際には、入場者から５
０円以上の入場料を徴収することとしているものを、
特定の開催日に限定して、競輪場内の秩序の維持及び
競輪の公正又は安全な実施の確保等に影響を及ぼさな
いと認められる場合には、入場料を無料化することを
可能とする。

経済産業省

1141 工業再配置促進法における移
転促進地域の指定の適用除外

工業再配置促進法施行令第１
条

　工業再配置促進法は、依然として政策的に重要な意義を
有しているが、経済環境の変化に合わせ、地方公共団体
が移転促進地域からの除外の必要性を認め、一定の要件
を満たした場合には、移転促進地域から除外する。

経済産業省

2001 特定非営利活動法人の設立に
係る社員要件の引下げ

特定非営利活動促進法第10
条第1項第3号、同法第12条第
1項第4号

申請団体が特区内の地域の活性化に資すると認められる
場合は、現行では十人以上の社員を有することとされてい
る要件を、五人以上の小規模団体でも設立認証が可能と
なるように、一定の条件を設けて緩和する。

内閣府
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表２　全国で実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項（第５次提案追加分）

番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

432 土地開発公社の所有する造成
地の賃貸事業

公有地の拡大の推進に関
する法律施行令第７条第３
項

土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する
法律第17条第１項第２号の規定により造成した
土地を、業務施設等の用に供するために事業
用借地権を設定し、賃貸することを可能とする。

平成１６年度中 総務省
国土交通省

433 国民健康保険税税額等の端数
処理の見直し

地方税法第20条の4の2第6
項

地方税の納期分割時の端数処理の際に、各地
方団体の判断により、現行制度以外の方法を
採用し、地域の実情に応じた端数処理を行うこ
とができる仕組みについて検討を行い、その結
論を踏まえ措置する。

平成１６年度中 総務省

434 電子証紙による地方税の納付
の容認 地方税法

地方税の各税目に共通する払込み手段とし
て、電子証紙を含めた証紙による方法の実現
を可能とするような制度のあり方について検討
を行い、その結論を踏まえ措置する。

平成１７年度中 総務省

435
地方公共団体における一定の
政策目的達成のために必要な
随意契約の対象範囲の拡大

地方自治法施行令第１６７
条の２第１項

一般競争入札が原則という枠組みは維持しつ
つ、障害者福祉の増進やベンチャー企業の育
成といった一定の政策目的のために必要な随
意契約を締結することができるよう、提案を踏
まえ、地方公共団体の随意契約の対象範囲を
見直し、措置する。

平成１６年度中 総務省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

436
地方公共団体における監査制
度の充実を図るための監査委
員定数の自由化

地方自治法第１９５条第２
項、第１９６条第１項

監査委員の定数及び構成については、提案の
趣旨を踏まえ、地方公共団体の判断による監
査委員制度の一層の充実を図るため、地方行
政の公正で効率的な運営の観点から検討する
こととし、その結論を踏まえ措置する。

平成１７年度中 総務省

515
小会社における会計監査人の
任意設置及び会計参与制度の
導入

株式会社の監査等の特例
に関する法律第２条、第４条

現在、会社法制の現代化に係る法制審議会に
おいて、①小会社において会計監査人の任意
設置を可能とする、②公認会計士又は税理士
であることを資格要件とし、経営者と共同して計
算書類を作成すること等を職務とする「会計参
与（仮称）」制度を導入するという方向で検討が
されており、その結果を踏まえて、関係法案を
できる限り早期に国会に提出する。

平成１７年度中 法務省

516
市区町村により居住実態がな
いと確認された外国人の登録
原票の回収

－
市区町村により居住実態がないと確認された
外国人の登録原票について法務省入国管理局
が回収を行う。

平成１７年度中 法務省

517 輸出入・港湾関連手続のワンス
トップサービスの一層の推進

出入国管理及び難民認定
法第１６条，第５６条，第５７
条，出入国管理難民認定法
施行規則第１５条，第１５条
の２，第５１条，第６１条の３

輸出入・港湾関連の手続のうち，出入国管理に
係る部分の見直しについては、規制改革・民間
開放推進3か年計画において、シングルウィンド
ウ化の成果と問題点を踏まえ、申請手続や申
請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速やか
にワンストップサービスの一層の推進を図るこ
ととしており、関係者の意見を踏まえて、業務・
システムの最適化計画を平成17年度末までの
できる限り早期に策定する。

平成１７年度中 法務省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

602 韓国人に対する期間限定査証
免除措置の実施

外務省設置法　第４条第１
項１３号

愛知万博の実施時期に合わせて、期間限定の
短期査証免除措置を実施する。
（恒久的な査証免除については、期間限定査
証免除の結果を踏まえて検討する。）

平成１７年３月
１日～９月３０
日

外務省

603 中国人修学旅行生に対する査
証免除措置の実施

外務省設置法　第４条第１
項１３号 中国人修学旅行生に対し、査証を免除する。 平成１６年９月

１日より 外務省

604 中国国民訪日団体観光短期滞
在査証の発給対象地域の拡大

外務省設置法　第４条第１
項１３号

中国国民訪日団体観光短期滞在査証の発給
対象地域を、従来より指定していた北京市、上
海市、広東省に加え、新たに天津市、江蘇省、
折江省、山東省及び遼寧省にも拡大する。

平成１６年９月
１５日より 外務省

605 台湾修学旅行生に対する査証
緩和措置の実施

外務省設置法　第４条第１
項１３号

台湾修学旅行生に対し、査証申請提出書類の
簡素化、査証料免除を実施する。

平成１６年９月
１日より 外務省

606 ヘボン式ローマ字表記のみに
よらない旅券の名前表記

旅券法施行規則第５条及び
処理基準

ヘボン式ローマ字によらない旅券の名前表記
について、出生証明書等により外国式の表記
法による名前が確定している場合等例外的な
ケースに限り認めていたところ、留学等により
必要であることが予定されている場合等におい
ても、事情を記載した申出書及び今後外国式
の名の表記を変更しない旨の誓約書の提出を
もって、別名併記を認めることとする。

平成１７年度中 外務省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

826 教職員の出張旅費の市町村負
担の可能化

市町村立学校職員給与負
担法

地教行法第４５条第１項に基づき、市町村教育
委員会が研修を行う場合において、市町村が
教職員の旅費を支弁することを可能とする。

平成１７年度中 文部科学省

827
外国大学の日本校の我が国の
教育制度上における位置付け
の明確化

学校教育法施行規則第70
条、大学設置基準第28条等

外国大学の日本校の教育制度上の位置付け
については、外国大学の日本校が当該外国の
大学の正規の課程であることなど一定の要件
を満たすことが確認できた場合に、我が国の教
育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）
することができるよう、今後中央教育審議会で
の審議を経て、新たに制度的措置を講ずること
とする。

平成１６年度中 文部科学省

963 過疎地で行う有償洗濯の可能
化

クリーニング業法第３条第１
項

クリーニング所の存在しない過疎地において非
営利目的の事業主体が運営するボランティア
による特定利用者に対する有償洗濯行為につ
いて、当該事業はクリーニング業法にいう「営
業」に該当しない旨の通知を徳島県に発出す
る。また、各都道府県に対して、徳島県に対す
る通知の内容を周知するとともに、「営業」に関
する判断基準を示した通知を発出する。

平成１６年度中 厚生労働省

964 水道事業の変更認可基準の緩
和

水道法第１０条
水道法施行規則第７条の２
第２号、第３号

現行では、計画給水人口が水道法施行規則で
定める基準を超えて増加する場合は、変更認
可が必要だが、水道施設の整備を伴わない場
合であって計画給水人口のみが増加する場合
は、変更認可を要しない「軽微な変更」として取
り扱う。

平成１６年度中 厚生労働省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

965
介護保険における認定調査の
ケアマネジャー資格者個人に
対する委託

介護保険法第２７条
第２項、第３項

個人のケアマネジャーに対して、介護保険にお
ける認定調査を委託可能にする。

平成１６年度中
（平成１７年通
常国会に法案
提出予定）

厚生労働省

966 養護老人ホームの最低定員の
緩和

養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準第１０条

現在、介護保険制度見直しの議論に合わせ、
養護老人ホームの在り方についても検討を進
めているところであり、こうした議論を踏まえ、
見直し後の養護老人ホームの在り方に反しな
い範囲において、最低定員の引下げを含めた
規制緩和を行う。

平成１７年度中 厚生労働省

967 自治体病院等の再編整備に向
けた病床基準の緩和

医療法第７条の２、第３０条
の３

医療法施行令第５条の２、
第５条の３、第５条の４

現行の医療計画制度では、
①　病床過剰地域において、二次医療圏を越
える場合には、開設主体の変更を伴う再編統
合は認められず同一開設主体の移転に限られ
ること
②　二次医療圏を越える場合には、病床過剰
地域を再編統合先とする再編統合は原則認め
られないこと
等となっている。
しかしながら、自治体病院等の再編整備に向け
た場合については、病床過剰地域において、開
設主体が医療法で定める公的医療機関同士で
あり、再編統合に係る医療機関の病床が全体
として減少するときは、二次医療圏内だけでな
く二次医療圏を越える医療機関の再編統合を
行う場合も含め、個別に厚生労働大臣あて協
議することによって、制度的に可能となるよう対
応する。

平成１６年度中 厚生労働省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

968

障害者に係る小規模通所授産
施設を経営することを目的とし
て設立された社会福祉法人に
よる短期入所事業の実施

身体障害者福祉法　第４条
の２第４項及び第５条第５項
身体障害者福祉法施行令
第１条
身体障害者福祉法施行規
則　第１条の４
「障害者に係る小規模通所
授産施設を経営する社会福
祉法人に関する資産要件等
について」（平成１２年１２月
１日障第８９１号・社援第２６
１９号）
「身体障害者、知的障害者
及び障害児に係る単独型短
期入所事業等について」（平
成１６年３月２９日障障発第
０３２９００３号）

障害者に係る小規模通所授産施設を経営する
社会福祉法人が、当該事業と併せて行うことが
できる事業について、現行では限定されている
ところ、単独型短期入所事業を実施することを
可能とする。

平成１６年度中 厚生労働省

1009 マツ材線虫病抵抗性クロマツの
日本海側への植栽

林業種苗法第24条第2項
「林業用種苗の配布区域へ
の配布申請の手続きについ
て」（昭和46年7月24日付け
46林野造第738号林野庁長
官通達）［最終改正：平成12
年3月31日付け12林野造第
85号］

林業種苗法第24条第2項に規定する「その他特
別な事情がある場合」として、「松くい虫抵抗性
松の植栽の用に供する場合」が原則として該当
すること、大臣承認の標準処理期間を２０日と
することを明記する長官通知の改正を実施す
る。

平成１６年度中 農林水産省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

1130

中小企業の再生支援のための
産業活力再生特別措置法の支
援措置の活用にあたっての要
件の弾力化

我が国産業の活力の再生
に関する基本的な指針

中小企業の再生を支援する観点から、中小企
業が産業活力再生特別措置法の各種支援措
置を活用しやすくするため、同法の認定基準の
ひとつである財務健全化基準の要件を弾力化
する。

平成１６年度中 経済産業省

1131

高圧ガス保安法の特定設備と
なる水素利用技術の試験研究
に使用する小規模圧力容器
（４００ｍｌ以下）の特定設
備からの除外。

高圧ガス保安法第５６条の
３、特定設備検査規則

安全性を確保する代替措置を講じることを前提
に、平成１６年度末までに水素利用技術の試験
研究に使用する小規模圧力容器（４００ｍｌ以
下）等については特定設備検査の対象から除
外する。

平成１６年度中 経済産業省

1243
土地区画整理事業における保
留地予定地の売買等の内容を
明らかにする簿書の整備

－

いわゆる保留地予定地（土地区画整理法第１０
０条の２に基づき施行者が管理する土地）に関
して、施行者が第三者に使用収益させている場
合（いわゆる保留地予定地の売買を行った場
合）に、その内容を明らかにする簿書を法令に
位置付ける検討を行い、必要な措置を講ずる。

平成１７年度中 国土交通省

1244 小水力発電に係る水利権協議
の規制緩和

河川法第２３条
河川法施行規則第11条第2
項第1号ハ、ニ
河川法施行規則第40条第4
項

小水力発電に係る水利使用許可手続の簡素
化・迅速化を図るため、発電に係る必要水量が
他の水利使用に完全に従属している場合に
は、許可手続に当たって、「河川流況と取水量
の関係」に関する書類に加えて、「水利使用に
よる影響の対策」に関する書類も添付を省略す
ることとし、その旨を周知徹底する。

平成１６年度中 国土交通省

7/10
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1245 学校の教室の天井高に関する
規制緩和 建築基準法施行令第21条

　建築物の天井高については、国民の健康、衛
生を確保する観点から、最低確保する必要が
ある天井高を建築基準法で規定しており、一般
の建築物にあっては、２．１ｍ以上、学校（大
学、専修学校、各種学校及び幼稚園を除く。）
にあっては、３ｍ以上と定められている。この学
校の天井高規制については、設計上の制約の
デメリットや建設コスト、既存ビルの学校への転
用等の観点から緩和すべきであるとの意見が
ある一方、学校の教室については、成長過程
にある児童生徒にとって健康的な環境を確保
する必要がある。
　このため、学校の教室の天井高が学校生活
における児童生徒の心身の健康に与える影響
等について、教室の採光や空気質等を含めた
総合的な室内環境のあり方の観点から、多様
な専門家による調査・検討を行うこととし、これ
らの結果を踏まえて、学校の教室の天井高の
あり方について平成１７年度上半期中に結論を
得て、その後すみやかに必要な措置を講じる。

平成17年度上
半期中に結論、
その後すみや
かに必要な措
置を講じる

国土交通省
文部科学省

1246 小規模の農家民宿等の建築基
準法上の取扱いの明確化

建築基準法第35条の2、同
法施行令第114条第2項等

現在実施している地方公共団体へのヒアリング
等の実態調査の結果を踏まえ、小規模で避難
上支障がないものに関しては、建築基準法上
の旅館に該当しないことについて、平成16年度
中に措置する。

平成１６年度中 国土交通省

8/10



番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

1247 公営住宅における特定入居事
項の追加 公営住宅法施行令第5条

既存入居者の数に比して住宅の規模が適切で
ないと認められる場合において、新たに入居者
を募集しようとしている公営住宅に当該既存入
居者が入居することが適当であると事業主体
が判断するときは、公営住宅の適正かつ合理
的な管理に著しい支障のない範囲内で、公募
に拠らず当該既存入居者を当該公営住宅へ入
居させることができることとする。

平成１７年度の
できるだけ早い
時期

国土交通省

1248 地域限定通訳案内業試験制度
の導入

通訳案内業法第２条、第３
条

活動範囲を特定地域に限定した通訳案内業に
係る都道府県による試験制度の導入を含め検
討中であり、結論を得て、所要の措置を講じ
る。

平成１７年度中 国土交通省

1249

外国大学の日本校の我が国の
教育制度上における位置付け
の明確化に伴う通学定期の学
生割引適用に関する告知

－
文部科学省における外国大学の日本校の教育
制度上の位置付けに係る対応を踏まえた上
で、当該対応について鉄道事業者に周知する。

平成１６年度中 国土交通省

1250
自動車輸入業者の臨時運行許
可番号標による試運転が可能
であることの明確化

道路運送車両法第35条

現行の臨時運行許可制度上、自動車輸入業者
であっても道路運送車両法第35条に規定する
「試運転」目的での運行は可能であり、この旨
を関係部署に対し文書により周知する。

平成１６年度中 国土交通省
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1251
ＮＰＯ法人等が企画するツアー
に関する旅行業法の適用範囲
の明確化

旅行業法
旅行業法の適用範囲について、具体的解釈事
例を盛り込んだ施行要領等を国土交通省ホー
ムページにて公開する。

平成１６年度中 国土交通省

1307 工業団地内における騒音規制
の解釈の明確化

騒音規制法第２条２項、第３
条１項、同条２項、第４条１
項

騒音規制法に基づく地域指定や測定等の趣旨
について必ずしも十分な意識の統一がなされて
いないおそれがあるので、技術的な助言とし
て、その趣旨を広く地方公共団体に対し明らか
にする。

構造改革特区
対応方針決定
後速やかに

環境省

1308 鳥獣捕獲許可手続きの一部簡
素化

鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律第９条第
１項

鳥獣捕獲の許可事由の内、許可期間を長期間
としても鳥獣の保護管理上問題がないものにつ
いては、生息状況に変化があった時は許可を
取り消すこと等を条件に、許可期間を長期間と
することについて検討し、措置する。

平成１７年度中 環境省
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